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トピックス： 2011 年の全人代が開幕 温家宝総理の政府活動報告のポイント 

 
3 月 5 日、第 11 期全国人民代表大会第 4 回会議が北京で開幕し、温家宝・総理が政府活動報告を行った。約 2

時間にわたって行われた報告では、第 11 次五ヵ年規画期間（2006 年～2010 年）の総括、今次全人代で審議、採

択される「国民経済社会発展第 12 次五ヵ年規画綱要」（いわゆる「第 12 次五ヵ年計画」）草案に基づく第 12 次五ヵ

年規画期間（2011 年～2015 年）の主要目標と任務、新たな五ヵ年のスタートの年となる 2011 年の政府活動につい

て説明が行われた。本稿はポイントを簡潔に整理する。 

 

一、第 11 次五ヵ年規画期間（2006 年～2010 年）の総括 

温家宝・総理は冒頭、第 11 次の五ヵ年を「極めて平凡でなかった五年間」と形容し、国内外の複雑な情勢と金融危

機等の一連の重大なリスクに直面しながらも経済の安定的且つ比較的速い成長を維持し、期間の主要な目標と

任務を達成したと振り返った。主要目標として掲げた 22 項目のうち、未達成は所期目標とした「サービス業の GDP

比と就業構成比」、「研究開発経費の GDP 比」と説明され、必ず達成しなければならないとした拘束性目標 8 項目

を含む、その他の数値目標は何れも達成された（図表１）。 

 

図表１：第11次五ヵ年規画の主要目標数値と2010年の達成数値

類別 指標 属性 2005年
2010年
（目標）

年平均
成長率

2010年
（結果）

年平均
成長率

経済 ＧＤＰ（兆元） 所期 18.2 26.1 7.5 39.8 11.2

成長 一人当たりＧＤＰ（元） 所期 13,985 19,270 6.6 29,748 10.6

経済構造 ※付加価値に占めるサービス業比率（％） 所期 40.3 43.3 [3] 43.0 [2.7]

※就業に占めるサービス業比率（％） 所期 31.3 35.3 [4] 35.0 [3.7]

※研究開発費のＧＤＰ比（％） 所期 1.3 2 [0.7] 1.75 [-0.25]

都市化率（％） 所期 43 47 [4] 47.5 [4.5]

人口.・ 全国総人口（万人） 拘束 130,756 136,000 ＜8‰ 134,100 5.1‰

資源・ ＧＤＰ単位当たりエネルギー消費量の低減（％） 拘束 [20] [19.06]

環境 単位工業付加価値当たり使用水量の低減（％） 拘束 [30]

農業灌漑用水有効利用係数 所期 0.45 0.5 [0.05]

工業固体廃棄物総合利用率（％） 所期 55.8 60 4.2

耕地保有量（億ｈａ） 拘束 1.22 1.2 -0.3 1.217 -0.1

主要汚染物質排出総量減少（％） 拘束 [10] COD [12.45]

SO2 [14.29]

森林被覆率（％） 拘束 18.2 20 [1.8]

公共サービス・ 国民平均教育年数（年） 所期 8.5 9 [0.5]

国民生活 都市基本年金保険カバー人数（億人） 拘束 1.74 2.23 5.1 4.32 20.0

新型農村合作医療カバー率（％） 拘束 23.5 ＞80 ＞[56.5] 96.3 [72.8]

５年間の都市部就業増加数（万人） 所期 4,500 5,771

５年間の農業労働力移転（万人） 所期 4,500 4,500

都市部登録失業率（％） 所期 4.2 5 4.1

都市部住民一人当たり可処分所得（元） 所期 10,493 13,390 5 9.7

農村部住民一人当たり純収入（元） 所期 3,255 4,150 5 8.9

（注）ＧＤＰ、一人当たり可処分所得、純収入は2005年価格、[ ]は5年間の累計値、※は目標未達成の項目

（出所）「国民経済社会発展第11次五ヵ年規画綱要」及び3月5日の温家宝総理の政府活動報告より作成  



 

   
MARCH 9TH 2011 

   
 

 

数値化されない項目についても、有人宇宙飛行など科学技術分野の大きな進展、国際的な影響力の向上、オリン

ピックや万博の成功、地域間格差縮小に向けた地域発展総合戦略の相次ぐ始動、企業所得税の内外統一など税

制改革、国有大型商業銀行株式制改革の完了、人民元レート形成メカニズムの改革、クロスボーダー人民元貿易

決済試行などの金融改革、労働契約法の施行、都市基本医療制度、新型農村合作制度の整備など民生の改善、

その他一連の成果が強調された。 

 

一方で、「発展における不均衡、不調和、持続不可能な問題が依然突出している」として、以下の問題点が指摘さ

れた。 

①経済成長に対する資源・環境制約が強まっている ②投資と消費のインバランス  ③ 収入分配格差が大きい 

④科学技術力とイノベーション能力が弱い ⑤産業構造が不合理 ⑥農業基盤が依然脆弱 ⑦都市と農村の発展

が不調和 ⑧就業は雇用圧力と構造矛盾が並存 ⑨科学的発展を制約する体制上の障害が依然として多い 

さらに、「大衆の強い要望がある問題が根本的に解決していない」と以下を指摘した。 

①質の高い医療、教育インフラは全体量が不足し分布も均一でない ②物価上昇圧力が高まっており、一部の都

市の不動産価格は上昇が速すぎる ③違法な土地収用や立ち退きなどが誘発する社会矛盾が増加している ④

食品の安全問題 ⑤一部の領域で腐敗が深刻である 

 

報告では、以上の成果と課題を踏まえた上で、第 11 次五ヵ年期間の政府業務の総括として、「科学的発展」、「政

府のマクロコントロールと市場メカニズムの有機的統合」、「国内と国外、二つの大局の統一的な掌握」、「社会経

済の発展における根本的動力としての改革開放」の 4 点を「必ず堅持する」との認識が示され、 後に、人々の生

活改善を発展と安定の結節点とし、改革の注力度、発展のスピード、社会の許容度の統一を図り、改革による調

和と安定を促進していくと、政策運営において成長と安定の調和均衡を重視していく姿勢を明確にした。 

 

二、第 12 次五ヵ年規画期間（2011 年～2015 年）の主要目標と任務 

別途、国家発展改革委員会の責任者による説明が議事日程に組まれており、政府活動報告では要点の説明が行

われた。第 12 次五ヵ年規画期間の主要目標は以下の各点。（１）から（７）の項目及び小見出しは、筆者による便

宜的な整理である。明示された期間中の数値目標は図表２にまとめた（「綱要」（草案）にはこの他にも言及のなか

った目標数値が含まれている可能性がある）。 

 

（１）経済発展方式の転換：期間の年平均成長率は 7％以上と、前期から 0.5 ポイント低く設定し、経済発展の速度

より質を重視する姿勢を鮮明に打ち出した。物価は価格総水準を安定させると前期の表現を踏襲。内需拡大戦略

の実施、消費、投資、輸出が調和的に牽引する経済成長の新局面の形成。製造業の改造とレベルアップ、戦略的

新興産業の育成。サービス業の発展加速、都市化の積極且つ穏当な推進の 2 項目で数値目標が提示された。 

（２）「三農」と地域格差への対応：現代農業の発展、社会主義新農村の建設加速、地域発展総合戦略と主体機能

区戦略の実施。基本的な公共サービスの均等化、都市と農村、地域間の良好な連動の促進、産業構造の調和の

取れた発展。 

（３）社会事業・文化建設：教育、医療、文化、スポーツ等の社会基盤を整備。前期に未達成に終わった研究開発

経費の GDP 比は 2015 年に 2.2％と改めて掲げた。国民の精神的豊かさを重視していくことを盛り込んだ。 

（４）循環経済、省エネルギー・環境保護の推進：資源の消費、温室効果ガスの排出で中国は世界１位、地球全体

の持続的発展の行方をも左右するが故に、引き続き数値目標が多く盛り込まれた。2020 年に至る中長期計画で

15％到達が掲げられている非化石エネルギー（再生可能エネルギー）の一次エネルギー消費に占める比率は

11.4％と中間目標を設定。気候変動問題への具体的な対応として単位 GDP 当たりの二酸化炭素排出減少が数値

目標として初めて掲げられた。省エネ、汚染物質排出減少についても、前期より低めながら数値目標が示された。

今年の「１号文件」で指示された水利建設、水資源の有効利用、水害防災対応レベルの強化にも言及がなされた。 

（５）民生の改善：雇用拡大を優先目標に掲げた。全ての労働者に公平な就業機会を確保、5 年で 4,500 万人の新

規雇用を創出。分配制度の改善では、収入の伸びを経済成長と同調させる、労働報酬の伸びと労働生産性の上

昇を同調させる、住民所得の国民所得分配に占める比重と労働報酬の一次分配に占める比重を段階的に引き上

げるとした上で、都市部一人当たり可処分所得と農村部の同純収入の年平均実質成長率については 7％とした。

所謂「所得倍増計画」への期待に応える数字は示されず。社会保障の拡充に関連し、医療保障基金からの医療費

給付率を 70％以上とし個人負担率を引き下げることが数値目標で示された。住宅問題への対応として、保障性住

宅のカバー率（商品住宅を含む住宅全体の戸数に占める比率）を 20％前後とこちらも数値目標を掲げた。計画生

育を基本的な国策として堅持するとしつつ、「段階的に政策を整備し人口の長期的な均衡発展を促進する」と、「一

人っ子政策」の緩和に含みを持たせた。 
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（６）改革開放の深化：経済体制の改革は大いに推進。政治体制の改革は「積極的且つ穏当」と表現。文化体制と

社会体制の改革は推進を加速。社会主義市場経済を基本的な経済制度として堅持し整備。経済主体による公平

で市場メカニズムに基づく競争を保障する法による保護体制。経済発展方式の転換に資する財政税制改革。多元

的でサービス効率の高い、慎重に監督され、リスクが抑制された金融システムの建設。希少性と環境汚染のコスト

を反映した資源製品の価格決定メカニズムの構築。より積極的主体的に開放戦略を実施するとして、国際間の協

力と競争における新たな優勢への参与と育成、互恵的でウィン・ウィンな開放の新局面の形成。 

（７）政府自身の建設と腐敗の撲滅 

 

図表２：第12次五ヵ年規画の主要目標数値（温家宝総理報告での言及分）

類別 指標 2010年
2015年
（目標）

年平均
成長率

経済成長 ＧＤＰ（兆元） 39.8 55 7

経済構造 付加価値に占めるサービス業比率（％） 43.0 47 [4]

研究開発費のＧＤＰ比（％） 1.75 2.2 [0.45]

都市化率（％） 47.5 51.5 [4]

資源・ 非化石エネルギーの一次エネルギー消費に占める比重 11.4

環境 ＧＤＰ単位当たり二酸化炭素排出量減少（％） [17]

ＧＤＰ単位当たりエネルギー消費量の低減（％） [16]

主要汚染物質排出総量減少（％） [8～10]

森林蓄積量（億立方米） 6

森林被覆率（％） 21.66

公共サービス・ 政策範囲の医療保険基金の給付水準 70

国民生活 全国都市部保障性住宅カバー率 20

５年間の都市部就業増加数（万人） 5,771 4,500 4,500

平均余命 +1

都市部住民一人当たり可処分所得（元） 7

農村部住民一人当たり純収入（元） 7

（注）ＧＤＰ、一人当たり可処分所得、純収入は2010年価格、[ ]は5年間の累計値

（出所）3月5日の温家宝総理の政府活動報告より作成  
 

 

三、2011 年の政府の活動 

「2011年は第12次五ヵ年規画期のスタートの年に当たり、

今年の取り組みは期間の各項目標と任務の達成に極め

て重要」と前置きし、「直面する情勢は依然極めて複雑、

世界経済は引き続き回復するもその基礎は不確か、国内

経済は長期と短期の問題が織り交ざり、体制の矛盾と構

造問題が加わり、マクロ調整の難度は増している」と足元

の情勢認識を示した。その上で、主要な予期性目標として

（図表３）の各点を掲げた。2011 年の経済成長率は 8％前

後を予期、CPI上昇率は4％前後に抑制するとし、物価の安定に 優先で取り組む姿勢を明らかにした。2011年の

マクロ政策の基本方針は以下のとおり。 

図表３：2011年の主要な予期目標
指標 目標

ＧＤＰ成長率 8％前後

ＣＰＩ 4％前後に抑制

都市部就業増加数（万人） ＞900

都市部登録失業率 4.6

国際収支のバランス 引き続き改善

（出所）3月5日の温家宝総理の政府活動報告より作成

(マクロ政策運営) 

目標達成に向けてマクロ経済政策運営は、連続性、安定性を維持し、方向性、機動性、有効性を高める。経済の

安定且つ比較的速い発展、経済構造の調整、インフレ期待の管理の関係を適切に処理し、物価総水準の安定に

より注意を払う。 

（積極的な財政政策） 

引き続き積極的な財政政策を維持するが、財政赤字と国債発行規模は適当な水準に保つ。赤字規模は2010年か

ら 1,500 億元を減少させ 9,000 億元とする。うち 2,000 億元は地方債代理発行による地方財政の肩代わり分。財政

支出構造を整備し「三農」、発展が遅れた地域、民生、社会事業、構造調整、科学技術とイノベーション分野等に重

点的に支出する。特に政府機関の入居施設や公務出張、公用車、公務接待費等の支出を原則ゼロ成長とした。

構造的な減税は継続実施するが、法に基づく税収監督管理は強化する。融資プラットフォーム会社向けの問題債

権の存在が浮き彫りとなるなか、地方政府の債務に対し全面的に会計審査を実施すると共に、規範化された地方

政府による起債融資メカニズムを研究構築する。 
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（穏健な金融政策） 

合理的な社会融資規模を保持、M2 の伸びは 16％を目標にする。マクロ政策のフレームワークを健全化し、価格性

手段と数量性手段を総合的に運用、通貨政策の有効性を向上。直接融資の比重を高め、株式、債券、産業ファン

ドなどの融資ツールを機能させ多元的な投融資需要を満足させる。貸出構造の 適化では、商業銀行に対し重点

領域と脆弱な部分への貸出支援を強化するよう導き、「両高（高エネルギー消費・高汚染排出）」産業と生産能力

が過剰な業界への貸出は厳格に抑制する。人民元為替レート形成メカニズムをさらに整備されたものとする。クロ

スボーダーの資本流動を密に監視し「ホットマネー」の流入を防ぐ。外貨準備等貯蓄資産の投資とリスク管理を強

化、投資収益を高める。 

 

2011 年の重点業務として、物価総水準の安定を筆頭に以下の 10 項目が掲げられた。 

（１）物価総水準の基本的安定を保持 

（２）内需、とりわけ家計の消費需要をさらに拡大 

（３）農業の基礎的地位を固め強化 

（４）経済構造の戦略的調整の推進を加速 

（５）科学教育興国戦略と人材強国戦略の実施に注力 

（６）社会建設と民生の保障と改善を強化 

（７）文化建設の発展に注力 

（８）重点領域の改革を深く推進 

（９）対外開放レベルをさらに引き上げ 

（10）清廉な政府建設と反腐敗業務の強化 

 

全人代の会期は 3 月 14 日までの 10 日間、会議における重要な議論、決定は別途ご報告申し上げる予定である。 

（3 月 5 日脱稿） 

 

三菱東京 UFJ 銀行（中国）有限公司 

企画部上海調査チーム 藤原 孝之 
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 WEEKLY DIGEST 

【経済】 

◆2 月 PMI 指数 3 ヶ月連続の下落：中国物流購買連合会の発

表によると、2 月の製造業 PMI は 3 ヶ月連続下落して 52.2 とな

った。景気に減速の兆しが現れているものの、依然として指数

は 50 を超えていることから、今後大きく減速する可能性は低い

としている。生産面では、鉄鋼、設備製造の業種別の生産指数

がそれぞれ 70、60 を超えて好調である一方、紡績、家具製造業

は 50 を下回っており、低迷が続いている。需要面では、原材

料、エネルギーの新規受注の回復が顕著で、60 を超える水準

に戻った。また、価格は引続き上昇傾向にあり、2月の購買価格 

指数は前月比 0.8 ポイント増の 70.1 となり、同連合会はインフレ圧力が依然として強いとの懸念を示した。なお、2 月

の非製造業の PMI は前月比 12.3 ポイント減の 44.1 と大きく下落したが、同連合会は春節により営業日数が少なかっ

たことを考慮すれば正常な範囲内にあるとの見方を示した。 

【産業】 

◆「車船税法」成立 排気量別税徴収へ：先般開催された全人代常務委員会で車

船税が改正され、「車船税法」（第 43 号主席令）が発表された。施行は 2012 年 1

月 1 日で、これまで適用されてきた「車船税暫定条例」は今年で廃止となる。「車船

税法」では、乗用車を排気量別に区分し、排気量の多い車の税負担を重くする（※

右表参照）と同時に、省エネ・新エネ車については減税もしくは免税とするなどの優

遇規定を設けた。なお、トラック、バイク、船舶については現行の基準税額を維持

する。車船税は地方税で財産税の一種。各地方政府は今回定められた基準税額

の範囲内で車船税額をそれぞれ決定する。車船税について財政部は、車両登録

時と定期車検時に、車両の所有者もしくは管理者が各地の公安交通管理部門に

支払うこととしている。 

【貿易・投資】 

◆商務部 外商投資の審査認可手続きを明確化：商務部は 3 日、「外商投資管理業務の関連問題の通知」（商資函

〔2011〕72 号）を発表した。昨年国務院が公布した「第 5 回行政審査認可の取消、権限委譲に関する決定」（国発

〔2010〕21 号）と「外資利用業務を更に適切に行うことに関する若干意見」（国発〔2010〕9 号）を受け、商務部が主管す

る一部業務の取扱基準を更に明確にしたもの。具体的には、以下の 7 項目；①国内分公司の設立、現物出資に充て

る輸入設備リスト、会社住所・名称・投資者変更に対する審査認可手続きの廃止、②上場外資企業が外国投資者持

分を累計で 5%以上売却した場合の商務主管部門による批准証書の変更手続き、③取引額 3 億米ドル以下の外資に

よる買収は、省級商務主管部門が審査･認可、④奨励類投資プロジェクトの確認は、投資総額 3 億米ドル以下であれ

ば省級商務部門が行う、⑤外国投資者による人民元建て投資は、商務部、外貨管理局、人民銀行が協議の上、国

家商務部の同意が必要、⑥投資を主要業務とする外資パートナー企業は域外投資者と見なされる、⑦地方商務部

門のサービス業に対する管理強化。特に個別規定のある業種（国際宅急便、広告等）、センシティブ業種（市場調

査、警備サービス等）、大口資金流入に繋がる業種（ベンチャーキャピタル、株式の投資管理等）の審査を強化。 

◆大連市、深圳市、浙江省 低賃金引き上げ：大連、深圳各市政府と浙江省政府は相次いで 低賃金の引き上げ

を発表した。大連市（一類地区）は 900 元から 1,100 元へ、深圳市は 1,100 元から 1,320 元へ、浙江省（一類地区）は

1,100 元から 1,310 元へと、月額がそれぞれ引き上げられる。実施日はいずれも 4 月 1 日。今回の引き上げの結果、

深圳市の 低賃金は額面では全国 高水準となった。 

※各都市の 新の 低賃金については右リンクよりご覧いただけます。⇒ ＜中国主要各都市の 低賃金一覧＞

【金融・為替】 

◆人民銀行 2011年も引続きクロスボーダー人民元業務を推進： 人民銀行は北京で開催したクロスボーダー人民元

業務の促進と監督業務に関する会議で、2011 年も引続きクロスボーダー人民元業務を積極的に推進する方針を明

らかにした。今年の主要任務としては、①クロスボーダー人民元の試験地域を全国範囲に拡大、②クロスボーダー投

資・融資における人民元の活用、③人民元の還流ルートの整備、④二国間の通貨協力と自国通貨決済の深化、⑤

監督・分析と基本業務の強化の 5 つを挙げた。人民元の国際間の流通を更に促進するべく、クロスボーダー人民元

業務の政策環境を整備していくという。 

PMIの推移
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先週の人民元相場は 6.5744 で寄り付いた。全国人民代表大会（以下、全人代）の開幕を控え、人民元は概ね横

ばいの推移となったが、週末にかけて中国人民銀行が人民元対ドル基準値を 2005 年 7 月切り上げ後の 高値と

なる 6.5671 に設定し、日中取引でも 6.5665 まで上昇している。1 日に発表された PMI 製造業景況指数は 52.2 と、6

ヶ月ぶりの低水準となったが、商品価格の上昇が示されており、依然としてインフレ圧力の昂進ぶりが意識される

内容であった。5 日から開幕した全人代では、温家宝首相がインフレ抑制が今年の 優先事項との見解を示し、イ

ンフレ率を前年比プラス 4%程度に抑えることを表明している。中国当局は今後も基準金利や預金準備率の引き上

げに加え、緩やかな人民元相場の上昇を容認する可能性が高く、人民元相場は今後も上昇基調を辿るだろう。た

だ、全人代期間中は大きな動きは見込みづらく、今週に関して言えば、小幅な値動きに止まる可能性が高い。 

（3 月 7 日作成） 

（市場営業部 為替営業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ営業ﾗｲﾝ）  
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